
〇保育所の自己評価・第三者評価 

 

保育園において毎年自己評価を行い、保育内容、業務の改善に努めています。 

また第三者評価については、令和７年度に評価を受けることを予定しており、それに向

けて見直し・改善をすすめています。 

 

 


